
  
参
加
と
平
等

参
加
と
平
等  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

県 

推 

協 

新 

聞 

   第4１１号 

2014年  ９月 2８日 

郵便振替口座／00580 

－9－2534・障県協 

購読料;；年額 3６0円 

（会員の購読料は会費及
び寄付金に含む） 

発 

行 

長
野
県
障
害
者
運
動
推
進
協
議
会 

 

 
 

 
 

発
行
所 

〒
三
八
一
ー
〇
〇
三
四 
 

 
 

 

長
野
市
高
田
中
村
二
七
六
ー
八 

 
 

 
 

 
 

 

長
野
県
労
連
会
館
一
階 

 
 

 
 

電 

話
○
ニ
六
（
ニ
六
四
）
五
二
五
六 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
○
ニ
六
（
ニ
六
四
）
五
二
五
六 

発
行
人 

松 

丸 

道 

男 

（１） 2014年 ９月2８日            参加と平等 県推協新聞 昭和57年 4 月14日第三種郵便物認可 

 

 

   ★★★県知事陳情、県議会請願活動進む！★ 

   ・・・精神障がい者が地域で当たり前に 

    暮らせる社会をめざし・・・ 

◆P１～P3；「精神障がい者も病院ではなく地域で暮らしたい信州ネットワーク」が 

      知事陳情と議会請願に取り組む。  

◆P4～P5；県社保協第3回地域・団体代表者会議 参加報告 

◆P6～P７； コラム 「障害当事者・運動の基本的課題とは」 旭洋一郎（長野大学教授） 

◆P７；日本障害者協議会（ＪＤ）が、講師派遣の要請に応える 

◆P8；お知らせコーナー ( このお知らせコーナーへの情報をお願い致します。） 

 

紙
面
の
案
内 

厚
生
労
働
省
の
検
討
会
に
お
い
て

「
精
神
科
病
棟
転
換
型
居
住
系
施

設
」
の
案
が
示
さ
れ
、
こ
の
施
策
に

強
い
懸
念
を
抱
く
関
係
者
が
呼
び
か

け
人
と
な
り
、
「
精
神
障
が
い
者
も

病
院
で
は
な
く
地
域
で
暮
ら
し
た
い

信
州
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（
山
本
悦
夫

代
表
）
を
七
月
に
立
ち
上
げ
ま
し

た
。 ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
広
く
県
民
に

こ
の
問
題
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
、
県
行
政
や
県
議
会
に
も
理
解
を

図
り
、
国
に
施
策
の
見
直
し
を
求
め

る
と
と
も
に
県
に
お
い
て
は
試
行
事

業
を
実
施
せ
ず
、
障
が
い
者
が
地
域

で
当
た
り
前
に
生
活
で
き
る
社
会
を

つ
く
る
た
め
に
「
地
域
移
行
」
事
業

の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
標
に
活
動

を
進
め
て
き
ま
し
た
。 

 

九
月
県
議
会
が
二
五
日
か
ら
開

会
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
二
四
日
の
午

前
中
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
を
知

ら
れ
、
報
道
を
通
し
て
県
民
へ
の
理

解
を
広
げ
る
た
め
に
記
者
会
見
を
行

い
ま
し
た
。 

 ○
記
者
会
見
の
報
告 

 

記
者
会
見
で
は
、
山
本
悦
夫

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
の
挨
拶
に
続

き
、
二
名
の
当
事
者
か
ら
、
体
験
に

基
づ
く
願
い
や
想
い
が
伝
え
ら
れ
、

会
見
後
、
各
社
の
記
者
か
ら
多
数
の

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

県
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

代
表
の
大
堀
尚
美
さ
ん
は
、
こ
の
施

策
で
は
、
「
精
神
障
害
者
が
自
分
の

人
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

「
社
会
的
入
院
問
題
な
ど
本
質
的
な

問
題
解
決
に
は
結
び
つ
か
ず
、
む
し

ろ
矛
盾
を
拡
大
さ
せ
る
」
こ
と
を
強

調
し
ま
し
た
。 

さ
ら
に
自
身
の
入
院
体
験
を
赤

裸
々
に
語
り
ま
し
た
。
精
神
科
で
の

八
回
に
渡
る
入
院
生
活
と
近
頃
経
験

し
た
一
般
病
棟
で
の
入
院
生
活
が
全

く
異
な
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ

の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
と
、
一
般
病

棟
で
は
、
◇
医
師
が
痛
み
や
症
状
を

丁
寧
に
聞
い
て
く
れ
て
、
医
師
や
看

護
師
が
ケ
ア
し
て
く
れ
る
◇
治
療
や

病
院
内
の
施
設
な
ど
に
つ
い
て
丁
寧

に
説
明
し
て
く
れ
る
◇
医
療
ス
タ
ッ

フ
は
患
者
に
対
し
て
対
等
に
接
し
て

く
れ
る
◇
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ

大
部
屋
で
も
カ
ー
テ
ン
で
仕
切
ら
れ

長野県健康福祉部長に署名を手渡し構成団体より１１名で陳情 
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て
い
る
◇
静
か
な
環
境
が
あ
り
ゆ
っ
く

り
休
め
る
◇
食
事
が
温
か
い
も
の
冷
た

い
も
の
が
分
か
れ
て
い
る
◇
治
療
以
外

の
こ
と
で
は
自
由
で
い
ら
れ
る
◇
家
族

が
面
会
時
間
内
に
自
由
に
い
る
こ
と
が

で
き
る
、
家
族
や
友
人
に
自
由
に
会
え

る
◇
治
療
が
終
わ
れ
ば
、
帰
る
場
所
が

あ
っ
て
、
退
院
で
き
る
こ
と
が
信
じ
ら

れ
る
、
先
の
見
通
し
が
わ
か
る
、
な
ど

と
語
り
ま
し
た
。 

厚
生
労
働
省
の
検
討
会
委
員
の
「
病

院
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
と
、
病
院
内
の

施
設
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
に
は
大
き
な

違
い
が
あ
る
」
と
の
発
言
に
は
愕
然
と

し
た
と
い
い
ま
す
。
今
年
１
月
に
国
が

批
准
し
た
「
障
害
者
権
利
条
約
」
の
理

念
及
び
第
一
九
条
は
「
障
害
者
の
一
般

市
民
と
の
平
等
」
「
ど
こ
で
誰
と
生
活

す
る
か
は
本
人
の
選
択
」
「
特
定
の
生

活
施
設
で
生
活
す
る
義
務
を
負
わ
な

い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
実

現
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
と
訴
え
ま
し

た
。 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ポ
プ
ラ
の
会
副
会
長
の

帆
苅
由
香
里
さ
ん
は
、
や
は
り
自
身
の

三
回
の
精
神
科
入
院
体
験
を
通
し
て
長

期
入
院
の
高
齢
障
害
者
問
題
に
つ
い
て

歴
史
的
背
景
を
含
め
語
り
ま
し
た
。
そ

の
方
た
ち
が
置
か
れ
た
環
境
か
ら
「
生

き
る
こ
と
を
諦
め
た
」
状
態
に
陥
り

「
自
己
決
定
」
の
力
も
奪
わ
れ
て
い
く

こ
と
が
実
感
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
し

か
し
、
三
〇
～
四
〇
年
以
上
の
長
期
入

院
を
経
験
し
た
方
々
も
地
域
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
な
ど
で
生
活
を
し
、
「
風
呂

に
一
人
で
ゆ
っ
く
り
入
る
こ
と
が
で
き

る
」
「
自
由
に
買
い
物
や
外
食
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

き
る
喜
び
と
同
時
に
「
自
己
決
定
」
の

力
を
再
獲
得
し
て
い
く
と
具
体
例
を
示

し
て
報
告
し
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
「
同
じ
病
院
の
敷
地
内
に

あ
る
施
設
に
退
院
す
る
」
と
い
う
理
解

で
き
な
い
理
屈
に
よ
っ
て
、
超
長
期
入

院
の
患
者
さ
ん
を
形
の
上
だ
け
で
「
地

域
に
移
行
し
た
」
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
欺

瞞
を
認
め
た
く
あ
り
ま
せ
ん
と
強
く
訴

え
ま
し
た
。 

 ○
各
会
派
へ
の
紹
介
議
員
の
依
頼 

 

事
前
に
全
て
の
県
議
会
各
会
派
に
連

絡
を
と
り
、
面
談
時
間
に
希
望
の
あ
っ

た
会
派
を
優
先
に
依
頼
に
回
り
ま
し

た
。
二
四
日
時
点
で
、
そ
の
場
で
紹
介

議
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
会
派
は

「
改
革
・
新
風
」
「
無
所
属
改
革
ク
ラ

ブ
」
で
す
。
日
本
共
産
党
は
い
つ
で
も

署
名
す
る
と
の
返
答
で
し
た
。
他
の
三

会
派
は
、
「
検
討
の
上
、
返
答
し
ま

す
」
と
の
こ
と
で
す
。
無
所
属
議
員
一

名
に
は
時
間
の
調
整
が
つ
か
ず
二
五
日

に
依
頼
予
定
で
す
。
会
と
し
て
は
引
き

続
き
全
て
の
会
派
に
紹
介
議
員
を
選
任

し
て
い
た
だ
く
よ
う
努
力
を
続
け
ま

す
。 

 ○
陳
情
書
を
健
康
福
祉
部
長
に 

 

午
後
二
時
か
ら
、
県
知
事
あ
て
の
陳

情
書
を
小
林
透
健
康
福
祉
部
長
に
手
渡

し
、
私
ど
も
の
要
望
を
伝
え
ま
し
た
。

山
本
代
表
は
陳
情
書
を
手
渡
す
際
と
挨

拶
の
中
で
、
陳
情
書
の
内
容
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。
続
い
て
当
事
者
の
立

場
か
ら
、
記
者
会
見
で
語
っ
た
二
人
が

要
望
を
伝
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
支
援
者

の
立
場
か
ら
精
神
保
健
福
祉
士
と
事
業

所
従
事
者
が
、
「
こ
れ
ま
で
長
野
県
が

全
国
に
先
駆
け
て
実
施
し
て
き
た
地
域

化
の
流
れ
を
逆
行
せ
る
の
で
は
な
く
、

維
持
発
展
さ
せ
て
ほ
し
い
」
「
仲
間
た

ち
は
様
々
な
失
敗
を
重
ね
な
が
ら
そ
れ

を
糧
に
、
生
き
て
い
る
実
感
を
感
じ
と

り
活
き
活
き
と
生
活
し
て
い
る
」
「
地

域
の
中
で
生
き
、
努
力
し
て
い
る
仲
間

が
た
く
さ
ん
い
る
、
地
域
移
行
の
事
業

や
施
策
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
ほ
し

い
」
な
ど
と
訴
え
ま
し
た
。
ま
た
、
家

族
会
か
ら
は
「
相
談
し
て
も
具
体
的
な

支
援
に
至
ら
な
い
施
策
で
は
困
る
、
退

院
促
進
が
家
族
に
負
担
を
強
い
る
施
策

で
は
な
く
、
本
人
も
家
族
も
さ
ら
に
事

業
所
の
支
援
内
容
も
良
く
な
る
よ
う
お

願
い
し
た
い
」
と
要
望
し
ま
し
た
。 

 

当
会
か
ら
は
、
「
当
事
者
も
家
族
も

支
援
者
も
皆
が
懸
念
を
抱
い
て
い
る
こ

の
施
策
は
見
直
し
を
働
き
か
け
て
い
た

だ
き
た
い
。
生
活
の
場
、
働
く
場
、
所

得
補
償
、
支
援
す
る
人
材
の
育
成
、
救

急
医
療
を
は
じ
め
精
神
科
医
療
の
充
実

な
ど
総
合
的
な
地
域
化
の
施
策
を
充
実

し
て
ほ
し
い
」
と
求
め
ま
し
た
。 

 
小
林
部
長
は
、
冒
頭
の
挨
拶
及
び
要

望
に
応
え
、
「
大
き
な
方
向
性
と
し
て

は
地
域
化
を
考
え
て
い
る
皆
さ
ん
と
同

じ
」
「
地
域
の
受
け
皿
が
ま
だ
十
分
で

な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
」
「
厚
生

労
働
省
の
検
討
会
な
ど
の
内
容
は
十
分

に
知
り
得
て
い
な
い
の
で
情
報
収
集
し

て
、
皆
さ
ん
の
ご
要
望
を
聞
き
な
が
ら
考

え
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。 

 

な
お
、
陳
情
書
に
合
わ
せ
て
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
寄
せ
ら
れ
た
団
体
署
名
九
一
団

体
、
個
人
署
名
七
四
二
名
分
を
手
渡
し
ま

し
た
。
陳
情
に
は
今
井
敦
県
議
会
議
員
が

同
行
し
ま
し
た
。 

２０１４年９月２４日 県庁で陳情・請願に

先駆け記者会見 

県知事への陳情の署名 
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精神障がい者が病院ではなく地域社会の中で自分らしく暮らせることを求める陳情書 

陳情団体  精神障がい者も病院ではなく地域で暮らしたい信州ネットワーク 

（代表者、連絡先略）   

 

             陳 情 趣 旨 

 

  「束縛された病院の中ではなく、地域社会の中で一般市民と同じように自由に暮らしたい」「地域の中で生活す

ることには大変さもあるが、生きる苦労を取り戻したい」「地域社会の中に溶け込み、地域の中での役割も果たした

い」これが当事者の当り前の願いです。 

  ご存知の通り、世界の精神科病床の５分の１に当たる35万床が日本にあり、約32万人の方々が入院をしていま

す。そのうち１年以上入院している人は約20万人、さらに10年以上の入院者は約７万人もいます。これは国による

長期の隔離･収容政策によるもので、長い間国際社会からも強い批判を受けてきました。国は、2004年に「精神保

健医療福祉の改革ビジョン」の中で「入院医療中心から地域生活中心へ」をうたいましたが、現在まで地域移行は

遅々として進んでいません。 

その主な要因は、地域での生活の場の整備、就労や所得保障、救急医療を含めた精神科医療システム等の遅

れ、改善されない家族介護依存の福祉制度、支援者の人材育成の遅れなどです。 

厚生労働省の「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」は、本年７月１日、退院

を促し病床を削減するため、作り過ぎた精神科病床を居住施設に転換することを容認する報告書をまとめました。

しかも先の国会で成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の中の「新たな財

政支援制度」の基金904億円（消費税増税分で設けられた基金）の対象事業に、「精神科病棟転換居住系施設」

の費用がすでに盛り込まれています。この施策では、多くの仲間たちは、看板を付け替えただけの病院敷地内の

施設に再び取り残されます。 

このような動きに対し、当事者団体はもちろんのこと、障害者団体・支援者団体、日本弁護士連合会、各種マス

コミ報道など数多くの団体・個人が反対や懸念を表明しています。 

 私たちは、今年1月に批准した国連「障害者権利条約」を遵守し、当事者の願いに沿い、当事者参加のもと、精

神障がい者が地域社会の中で一人の人間として当り前の生活を送ることができる社会の実現を願い「精神障がい

者も病院ではなく地域で暮らしたい信州ネットワーク」を立ち上げました。私たちの呼びかけに賛同いただいた団

体・個人の署名を添えて下記事項につき陳情いたします。 

 

                          

                            陳 情 項 目 

 

１．国に対し精神科病棟転換居住系施設施策を見直し、当事者参加のもと、精神障がい者が地域社会で暮らす

ための総合的施策を充実するよう強く働きかけてください。 

２．県として精神科病棟転換居住系施設試行事業を実施しないでください。 

３．県として精神障がい者が地域社会で暮らすことができる総合的施策の充実をいっそう進めてください。 

 

 



   2014年 9月28日 411号      参加と平等 県推協新聞        （第三種郵便物認可）（４）                        

 

長
野
県
社
会
保
障
推
進
協
議
会
（
以

下
、
県
社
保
協
）
は
、
八
月
三
〇
日

（
土
）
松
本
市
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
第
三
回
地
域
・
団
体
代
表
者

会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
五
地
域
、
一

四
団
体
か
ら
代
表
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

中
央
社
保
協
の
前
沢
事
務
局
長
の
講
演

に
よ
り
、
安
倍
内
閣
に
よ
る
「
戦
争
が

で
き
る
国
づ
く
り
」
と
一
体
を
な
す

「
社
会
保
障
全
般
へ
の
攻
撃
・
解
体
」

の
実
態
を
学
び
あ
い
ま
し
た
。
続
い

て
、
湯
浅
事
務
局
長
か
ら
秋
か
ら
の
活

動
方
針
が
提
案
さ
れ
、
各
団
体
・
地
域

か
ら
の
活
動
報
告
等
に
よ
り
議
論
を
深

め
決
意
を
固
め
あ
い
ま
し
た
。 

当
会
か
ら
は
、
二
〇
一
四
フ
ォ
ー
ラ

ム
「
私
に
と
っ
て
の
国
連
障
害
者
権
利

条
約
」
の
取
組
み
、
障
害
者
総
合
福
祉

法
と
介
護
保
険
の
問
題
、
と
り
わ
け
介

護
保
険
優
先
の
六
五
歳
問
題
と
「
精
神

障
が
い
者
も
病
院
で
は
な
く
地
域
で
暮

ら
し
た
い
信
州
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
活

動
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。
引
き
続

き
、
ち
ご
ち
ご
の
会
か
ら
医
療
的
ケ
ア

を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
や
家
族
の

生
活
・
教
育
・
介
護
の
実
態
に
つ
い
て

報
告
し
ま
し
た
。 

県
保
険
医
協
会
「
学
校
歯
科
検
診
後

の
受
診
状
況
調
査
」
、
県
民
主
医
療
機

関
連
合
会
「
生
活
保
護
受
給
者
の
生
活

実
態
調
査
」
、
県
医
療
労
働
組
合
連
合

会
の
「
介
護
労
働
実
態
調
査
」
な
ど
、

各
団
体
で
は
、
具
体
的
な
実
態
を
把
握

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

 

虫
歯
の
児
童
生
徒
、
約
半
数
が
受
診
せ

ず  

県
保
険
医
協
会
が
養
護
教
諭
ら
を
対

象
に
実
施
し
た
初
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、

二
〇
一
二
年
度
に
県
内
小
中
学
校
の
検

診
で
虫
歯
な
ど
が
見
つ
か
り
、
歯
科
の

受
診
が
必
要
と
さ
れ
た
児
童
生
徒
の
う

ち
半
数
近
い
四
八
・
六
％
が
受
診
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

 

同
協
会
が
自
由
記
述
か
ら
受
診
し
な

か
っ
た
理
由
を
分
類
し
た
と
こ
ろ
、

「
乳
歯
の
虫
歯
だ
か
ら
放
っ
て
お
い
て

よ
い
」
と
い
っ
た
「
親
の
意
識
（
の
低

さ
）
」
が
五
三
・
〇
％
と
最
も
多
く
、

「
一
人
親
家
庭
で
忙
し
い
」
と
い
っ
た

「
家
庭
環
境
」
が
一
八
・
四
％
、
「
経

済
的
理
由
」
が
一
五
・
〇
％
で
し
た
。

一
人
親
家
庭
な
ど
の
場
合
、
日
本
の
福

祉
制
度
の
遅
れ
の
中
、
貧
困
率
は
極
め

て
高
く
、
経
済
的
な
課
題
も
背
景
に
あ

り
、
福
祉
医
療
制
度
の
充
実
（
窓
口
無

料
化
な
ど
）
は
不
可
欠
で
す
。
鈴
木
信

光
会
長
は
「
家
計
の
状
態
に
か
か
わ
ら

ず
早
期
に
受
診
で
き
る
よ
う
、
自
治
体

が
経
済
負
担
の
軽
減
を
検
討
す
べ
き

だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
二
〇
一
三
年
一
二

月
～
今
年
一
月
に
県
内
の
公
立
小
中
学

校
五
四
八
校
（
小
中
併
設
校
な
ど
は
一

校
と
し
て
集
計
）
に
用
紙
を
送
付
し
、

養
護
教
諭
ら
に
回
答
を
求
め
ま
し
た
。

三
二
一
校
（
五
八
・
六
％
）
が
回
答
し

ま
し
た
。
一
二
年
度
は
有
効
な
回
答
を

寄
せ
た
小
学
校
一
九
九
校
の
児
童
計
六

万
七
七
〇
名
の
三
四
・
二
％
が
歯
科
受

診
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
う

ち
四
二
・
八
％
が
未
受
診
で
す
。
中
学

校
一
〇
八
校
で
は
、
生
徒
計
三
万
五
七

一
四
名
の
二
五
・
六
％
が
受
診
が
必
要

と
さ
れ
ま
し
た
が
、
六
二
・
四
％
が
未

受
診
で
し
た
。
ま
た
、
二
、
三
年
以
内

に
虫
歯
が
一
〇
本
以
上
あ
っ
た
り
、
根

し
か
残
っ
て
い
な
い
歯
が
多
か
っ
た
り

す
る
「
口
腔
内
崩
壊
状
態
」
の
児
童
生

徒
に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
と
の
回
答
は

一
四
三
校
（
四
四
・
五
％
）
に
上
り
ま

し
た
。
自
由
記
述
で
は
「
膿
が
出
て
い

る
個
所
が
何
か
所
も
あ
る
子
が
い
た
」

「
奥
歯
で
食
物
を
か
め
ず
、
飲
み
込
む

の
に
近
い
食
事
の
と
り
方
を
し
て
い
る

子
が
い
る
」
な
ど
、
深
刻
な
状
況
も
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

安
心
し
て
受
給
で
き
、
人
間
ら
し
い
生

活
が
可
能
と
な
る
生
活
保
護
を
求
め 

 

県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
（
以
下
、

民
医
連
）
は
、
五
月
末
に
民
医
連
加
盟

の
病
院
及
び
診
療
所
、
介
護
事
業
所
の

患
者
の
中
で
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

る
方
を
対
象
に
面
接
に
よ
る
聞
き
取
り

調
査
に
よ
り
実
態
を
把
握
し
ま
し
た
。 

 

調
査
対
象
者
は
二
二
四
名
、
性
別
は

男
性
一
三
七
名
（
回
答
者
の
六
四
・

―安心・安全の医療・介護を

求め地域から大運動をー 
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加
し
な
い
」
者
が
七
四
・
〇
％
、
「
い

つ
も
参
加
す
る
」
は
僅
か
八
・
六
％
で

す
。
冠
婚
葬
祭
に
も
「
全
く
参
加
し
な

い
」
者
が
五
二
・
四
％
、
「
い
つ
も
参

加
す
る
」
は
一
六
・
八
％
で
す
。
地
域

の
行
事
な
ど
は
「
案
内
が
来
な
い
」
方

も
多
く
、
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
は
「
お

金
が
か
か
り
す
ぎ
る
」
と
の
意
見
も
あ

り
ま
し
た
。 

 

生
活
保
護
基
準
の
改
定
に
つ
い
て
、

「
受
給
額
が
減
っ
た
」
と
の
回
答
が
五

五
・
六
％
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え

た
者
が
二
五
・
九
％
い
ま
し
た
。
減
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
「
お
か
ず
を
減
ら
し

た
」
「
お
米
が
買
え
な
い
」
「
テ
レ
ビ

を
つ
け
な
い
」
「
お
金
を
借
り
た
」
な

ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

消
費
税
増
税
、
生
活
保
護
費
の
引
き

下
げ
は
、
苦
し
い
生
活
を
よ
り
苦
し
く

し
て
い
ま
す
。
七
月
の
改
正
に
よ
り
、

生
活
保
護
申
請
の
し
づ
ら
さ
、
不
適
切

な
「
就
労
支
援
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
文
化
的
な
生

活
を
保
障
す
る
た
め
に
抜
本
的
な
改
善

が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

六
％
）
、
女
子
七
五
名
（
同
三
五
・

八
％
）
、
未
回
答
一
二
名
で
す
。
年
齢

の
平
均
は
、
六
五
・
七
歳
、
最
低
年
齢

三
〇
歳
、
最
高
年
齢
九
〇
歳
で
す
。
六

〇
歳
代
が
全
体
の
三
六
％
、
七
〇
歳

代
、
五
〇
歳
代
と
続
い
て
い
ま
す
。
世

帯
構
成
は
単
身
世
帯
が
圧
倒
的
に
多
く

一
六
九
世
帯
で
全
体
の
七
五
・
四
％
。

二
人
世
帯
は
四
二
世
帯
（
一
八
・

八
％
）
、
三
人
八
世
帯
、
四
人
三
世

帯
、
五
人
二
世
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

治
療
中
の
疾
患
と
し
て
は
、
糖
尿

病
、
高
血
圧
を
中
心
に
慢
性
疾
患
を
い

く
つ
も
重
複
し
て
い
ま
す
。 

収
入
の
状
況
は
、
「
生
活
保
護
の

み
」
が
半
数
以
上
の
一
二
〇
世
帯
（
五

四
・
五
％
）
、
「
生
活
保
護
＋
年
金
」

が
七
五
世
帯
（
三
四
・
一
％
）
、
「
生

活
保
護
と
障
害
年
金
」
が
三
世
帯
、
就

労
の
収
入
が
あ
る
世
帯
は
一
九
世
帯

（
八
・
六
％
）
で
す
。 

 

住
居
環
境
は
、
民
間
借
家
が
最
多
の

一
三
八
世
帯
（
六
五
・
四
％
）
、
公
営

住
宅
五
三
世
帯
（
二
五
・
一
％
）
、
持

ち
家
は
一
六
世
帯
（
七
・
六
％
）
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
長
野
は
、
公
営
住
宅
が
少

な
い
こ
と
が
影
響
し
、
築
年
数
は
三
〇

年
以
上
の
民
間
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い

る
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

冷
房
機
の
所
有
状
況
は
、
「
扇
風
機

の
み
」
が
最
多
の
九
二
名
（
四
一
・

三
％
）
、
「
ク
ー
ラ
ー
と
扇
風
機
」
所

有
が
五
四
名
（
二
四
・
二
％
）
、
「
両

方
と
も
無
し
」
が
四
二
名
（
一
八
・

八
％
）
、
「
ク
ー
ラ
ー
の
み
」
が
三
五

名
（
一
五
・
七
％
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。
温
暖
化
の
現
在
、
冷
房
機
器
な
し
で

は
熱
中
症
な
ど
命
の
危
険
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。 

 

家
計
の
状
況
を
見
ま
す
と
、
食
費
は

月
額
「
二
万
円
以
上
三
万
円
未
満
」
の
世

帯
が
最
も
多
く
、
五
九
世
帯
（
三
〇
・

六
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
日
の
食
事

に
つ
い
て
、
「
満
足
す
る
食
事
が
で
き
て

い
る
」
と
答
え
た
者
は
半
数
で
し
た
。
食

事
内
容
を
具
体
的
に
見
ま
す
と
、
ご
は

ん
、
パ
ン
、
う
ど
ん
、
ラ
ー
メ
ン
な
ど
炭

水
化
物
が
中
心
で
副
菜
は
少
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
治
療
の
障
害
に
な
り
か
ね
な
い

食
事
内
容
と
い
え
ま
す
。 

趣
味
娯
楽
に
か
け
る
費
用
は
、
〇
～
千

円
以
下
が
最
多
の
五
四
名
（
四
二
・

九
％
）
、
続
い
て
〇
円
が
三
七
名
（
二

九
・
四
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
被
服
の

買
い
物
回
数
は
、
年
〇
回
（
買
わ
な
い
、

買
う
こ
と
が
で
き
な
い
）
が
最
多
の
六
一

名
（
三
三
・
五
％
）
、
続
い
て
年
一
回
の

三
八
名
（
二
〇
・
九
％
）
と
、
半
数
が
年

一
回
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

入
浴
に
つ
い
て
は
、
全
国
平
均
は
中
央

調
査
に
よ
り
、
毎
日
入
浴
す
る
人
が
七

七
％
で
す
が
、
今
回
の
調
査
で
は
、
毎
日

入
浴
す
る
方
は
一
三
・
五
％
で
、
週
二
回

が
三
六
・
一
％
と
最
多
で
す
。 

社
会
参
加
、
人
付
き
合
い
、
外
出
な
ど

の
問
で
は
、
相
談
相
手
が
「
い
な
い
」
と

答
え
た
者
が
三
八
・
七
％
。
外
出
は
月
一

～
五
回
が
最
多
で
三
四
・
四
％
、
毎
日
外

出
す
る
者
は
二
二
・
〇
％
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。 町

内
会
や
老
人
ク
ラ
ブ
、
地
域
・
学
校

行
事
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
「
全
く
参
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  とある村に、高齢の脳性マヒ障害当事者Qさんを訊

ねたことがあった。四肢にマヒがあり70歳を超えて

いたが、血色もよくにこやかに迎えてくれた。彼は

第二次世界大戦を生き抜いてこられた。日本では、

ナチス・ドイツのように障害児者の大量殺戮はな

かったものの、ハンセン病収容所内の過酷な隔離処

遇のこと、母親の背中におぶわれ空襲の中を逃げ

回ったことや、「お国」の役に立たず穀潰しと蔑ま

れ悔しい思いをしたことなど語られてきた。 

 

   では地方の山村に暮らしていた障害者はどうで

あったろうか。Qさんもまた厳しい生活を強いられ、

いろいろな理由で家から出られなかったそうであ

る。生まれて初めて外出したのは戦後40歳もすぎた

ときだったという。戦争中から戦後にかけて家の中

だけが生活のすべてであった。お話を聞く中でQさ 

んの家族はこのことをとくに差別だとは思っていな

かったことが見えてきた。当時としてはQさんを世 

間の冷たい目から守るために必死だったとのこと

だった。差別は悪意から生まれるとは限らない。 

 

    障害者に対する差別は戦争終結とともに消えたの

であろうか。もちろん答えは否である。雇用のこと

もある。収入のこともある。学校のこともある。地

方自治体の職員採用試験でさえ点字受験が認められ

ないところもある。また、障害当事者の多くは非障

害者の視線にことさら神経を使う。すれ違った後に

笑い声が聞こえたら冷静でいられなくなる。自分の

こととは関係なくてもである。そんな経験をしてい

る人は少なくない。「なんだおまえ」と言われたこ

ともあるだろう。 

 

   私自身の体験も語ろう。ある親類が若くして不慮

の事故で亡くなった。葬儀に参列しようとしたのだ

が母に止められた。理由を訊ねると雨が降りそうだ

からとか、大勢人が来るからとか、およそ理由にな

らない。暫くして別の親類から止められた本当の理

由を聴かされた。亡くなった親類の親は、その「不

慮の事故」がおきたのは、障害者である私のためだ

と述べているというのである。障害者は不幸の原因

であり、結果であるという「因習」「言い伝え」に

21世紀の今の日本でぶつかるとは思ってもみなかっ

た。怒りよりもあきれてしまった。仮に私にもしそ

のような邪悪な力があるのならもっと有効に意味あ

ることに使う。そういえば、親類の中には一度も

会ったことがない人もいる。聞けばいろいろ理由

はつけるが、不幸を招く私を招きいれたくないと

いう本音が見えてくると考えるのは邪推であろう

か。 

 

   さらにである。「それでもうちの親類たちの女

性すべてが無事に結婚できたことはよかった」と

何気に母まで言う。親類に障害者がいると結婚が

破談になることが多い、そのことを示唆しての言

葉だろうか、結婚破談止むなしと考えていたので

あろうか。母自身は因習に縛られているとは思え

ないが、気にしていたかもしれない。「世間」で

はそうみることもあるのだから母を責めるつもり

はないが、障害者は疫病神か、それとも周りの人

を陥れる悪魔か。そんな力は当然に我々障害者に

はない。 

 

   今はあまりないが、かつてバス停や駅で見知ら

ぬ人物から、何回か「お経」を突然唱えられたこ

とがある。「カルマ」や「輪廻」を断ち切るため

に祈ってくれたのであろうが、それは今の自分が

不幸な存在、もしくはカルマに縛られている存在

だと思われた証拠であろう。「お経」まではいか

ないが、新興宗教への入信を勧められたこともあ

る。つまり「前世の悪行」が祟って現在の状況を

もたらしているという特定な証明不能な信仰に

たっており、「悪いことをすればあの人のように

なってしまう」と子供を諭すモデルに使われる因

習である。我々障害者はそのモデルなのか。この

理解こそ差別そのものであり、様々な差別を作

る。僧籍をもつ知人は「それは邪教だ」と述べた

が、一部ではあるが差別と偏見の再生産に与して

いる信仰があることに、日本の市民と宗教者は気

づくべきである。 

 

   繰り返すが、突然、死んでもいないのに「お

経」を唱えられる側の気持ちを考えたことがある

だろうか。自分のために親類の結婚が破談になれ

ば、身が潰れる思いだろう。そんなとき障害当事

者は一体、どこに身を隠せば身を置けば良いのだ

ろうか。 

 

   人間は万物の霊長と豪語する哺乳動物である。

しかし、完全無欠な人間はどこにいつ存在するの

であろうか。人間は長期間の養育と教育が必要で

あり、その後、ほどなくやってくるのは老いとい

う身体機能低下があり、生まれて80年前後で重度

障害者になり死ぬ。また、一人では自分の背丈よ
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りも小さな肉食獣と戦うことさえできない。猿に

さえ馬鹿にされる。そして、悪いと知りながらも

餓えや戦争を、児童虐待でさえ今もって解決でき

ない。平和とされる世の中でも理不尽な殺人事件

が絶えない。このどこに完全性が、健常性が存在

するというのであろうか。この動物として不完全

な存在、自然の中では弱い存在であることを忘

れ、人間の中の狭い価値基準で醜い差別を繰り返

し、人や自分自身をも追い込む。そんな我々の姿

が見えてくる。この事実を認識し、差別の解決が

なされない限り、社会と心の障壁は消えないだろ

う。誰ぞが言う「美しい国」は絵空事である。 

 

    ただしかし、私たちには差別を切り開く知見

と方法がある。日本の国生みの神話に「ヒルコ」

と呼ばれる障害者が登場し海に遺棄されるという

物語がある。このストーリーをもって日本の社会

に障害者差別が構造化された証しではないかと全

障研の河野勝行はかつて述べた。唯物史観に従っ

て差別成立を説明し、なるほどと合点がいった記

憶がある。所有と非所有が差別の根拠となったと

いうのであり重要な指摘である。つまり差別は歴

史的に形成され、未来永劫、差別は続くのではな

く、歴史的に変化し、無くなるかもしれないとい

う提起である。むろん未来のことは不明だが、歴

史的に変化しうるという視点は重要である。これ

が一つ。二つには、人間は単独で生きられないこ

とから、共同体思想、人権思想も災害や抑圧の中で

育んできた。そして18世紀から19世紀にかけて権

力者や国家の暴走を止め、国のあり方の基本である

「基本的人権」を共有するに至っている。それが

「世界人権宣言」として結実し、今は日本の批准が

遅れた「障害者の権利条約」としてまとめられてい

る。これを具体的な差別に対応させる法整備（でき

てはいるが）や条例の整備、制度化が必要である

し、しなければならない。 

 

    そして最後には、障害当事者と課題を共有する

人々の団結と運動、発言の強化である。残念ながら

日本の障害者運動は、政治路線の対立が持ち込まれ

たり、労組間等の対立が影響したこともあった。も

ともと団結力が弱いところに様々な力が加わり課題

も多くあり困難さはある。しかし、”Nothing 

About Us Without Us”＜私たちのことを、私た

ち抜きに決めないで＞の理

念のもとに反差別・人権保

障という目的にまとまるこ

とはできるだろう。今はこ

のことを信じたい。これら

３つの英知と方法によって

理不尽な差別をなくそうで

はないか。 

 

当会 の上部団体 日本障害者協議会（ＪＤ）が、講師派遣の要請を受けることとなりまし

たので、ご活用下さい。以下の記事は、ＪＤのホームページから抜粋したものです。 

★問い合わせ先 

特定非営利活動法人日本障害者協議会（ＪＤ） 

〒162-0052 東京都新宿区戸山１－２２－１

TEL：03-5287-2346  

FAX:03-5287-2347Ｅメールアドレス of-

fice@jdnet.gr.jp 

mailto:office@jdnet.gr.jp
mailto:office@jdnet.gr.jp


 

 ◎問い合わせ 県推協事務局まで  TEL/FAX ０２６（２６４）５２５６ 

                                                              E-mail ; suishin2007@yahoo.co.jp 
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 １）第２回 長野県の聴覚障害者の就労と雇用を考える集い 
日時：２０１４年１１月１日（土） 

   １３：００～１６：３０  受付１２：３０～ 

会場：長野市障害者福祉センター 

内容：発表①企業の立場から  豊田自動織機 岡田由紀子氏 

               ②当事者の立場から 聴覚障害者協会理事長    上野 芳雄氏 

   １０月２８日までに下記センターまで申し込んでください。 

 県聴覚障がい者情報センター ℡０２６－２９５－３５３０ 

               Fax０２６－２９５－３５６７ 

               Mail sun-lib@mx2.avis.ne.jp 

 ※当日参加もできます。 

 

２）第４８回障害者の生活と権利を守る全国集会・中央行動 
日時：２０１４年１１月２４日 １０：００～１７：００ 

           ２５日 １０：００～１６：００ 

会場：２４日・・・日本教育会館 宿泊は国会周辺ホテル 

         厚生労働省・文部科学省・国土交通省・総務省等 

内容：２４日 全大会 基調報告 各分野別報告 

       記念講演  

       『障害者・患者権利保障ー譲り渡せないもの！』 

        ～らい予防法廃止運動・障害者運動を振り返って～ 

       講師 国立ハンセン病資料館 元館長 平沢 保治氏 

       要求分科会 

       総合支援法・介護保険・医療制度・年金雇用（所得保障） 

       障害児支援・障害児教育・まちづくり・参政権保障 

       親たちによる障害者家族のための特別分科会 

 

※私ども県推協で参加者集約をしておりますので、県推協事務局までご連絡下さい。 

 障害者当事者の方や家族も全国各地から多数参加しておりますので、長野県からも 

 当事者参加を呼びかけております。ご検討下さい！  

  

 

３）JDFの郵便制度に関するアンケート（団体のみ） 

今回、同封するアンケートにお答えいただき県推協事務局にFAX返信してく 

ださい。 FAX ０２６－２６４－５２５６ 

 

mailto:sun-lib@mx2.avis.ne.jp

